
 
 

令和６年度第２回さいたま市がん対策推進協議会 
 

日時：令和７年１月 17 日（金）      

     午後２時 00 分から午後３時 30 分まで 

場所：さいたま市役所２階 特別会議室 
 
 

次  第 
 

１ 開  会 

 

 

 ２ 挨  拶 

 

 

３ 議  事 

⑴ 会長選出 
⑵ さいたま市がん対策推進協議会について 
⑶ 第２次さいたま市がん対策推進計画の進行管理について 

 

 

４ 意見交換 

「がん患者アピアランスケア支援補助金交付事業」の概要及び周知啓発について 
 

 

５ 報  告 

令和６年度がん対策推進講演会について 
 

 

６ 閉  会 



 

 
 

さいたま市がん対策推進協議会委員名簿 
（令和６年 10 月 13 日から令和８年 10 月 12 日まで） 

 
                              令和６年 10 月 13 日現在 

 氏  名 所  属 

1 岩
いわ

﨑
さき

 彩
あや

 
さいたま市４医師会連絡協議会 
一般社団法人 与野医師会 会長 

2 小川
お が わ

 知子
と も こ

 さいたま商工会議所女性会 副会長 

3 影山
かげやま

 幸雄
ゆ き お

 埼玉県立がんセンター 病院長 

4 金子
か ね こ

 久
ひさ

章
あき

 さいたま市歯科医師会 副会長 

5 北川
きたがわ

 敏子
と し こ

 さいたま労働基準監督署 署長 

6 清田
き よ た

 和也
か ず や

 さいたま赤十字病院 院長 

7 小山
こ や ま

 紀
のり

枝
え

 
Çava!（サヴァ）～さいたま BEC～ 

（患者団体） 

8 澤登
さ わ と

 智子
と も こ

 公益社団法人 埼玉県看護協会 会長 

9 谷
たに

﨑
さき

 美智子
み ち こ

 市民公募委員 

10 新泉
にいずみ

 真
ま

砂子
さ こ

 
一般社団法人 

埼玉県訪問看護ステーション協会 

11 長谷部
は せ べ

 忠史
た だ し

 
一般社団法人 さいたま市薬剤師会 

副会長 

12 馬場
ば ば

 秀
ひで

雄
お

 
さいたま市立病院 

消化器外科部長兼腫瘍センター所長 

13 山口
やまぐち

 哲生
て つ お

 市民公募委員 

14 力山
りきやま

 敏樹
と し き

 
自治医科大学附属さいたま医療センター  

教授 

15 渡邉
わたなべ

 祐子
ゆ う こ

 埼玉大学 非常勤講師 
（五十音順、敬称略） 

 



役職 氏名

部長 齋藤　貴弘

所長 桑島　昭文

課長補佐兼係長 小島　淳史

主査 武田　昌身

課長 絵野沢　勝 欠席

課長補佐兼係長 林　夏奈

主査 武田　祐太郎

係長 松尾　真二

課長補佐兼係長 栗原　知明

係長 小池　優香

指導主事 松井　啓祐

指導主事 伊藤　真弓 欠席

課長 浅野　昌則

参与 今野　弘美

課長補佐兼係長 竹村　真

主査 松本　久美子

主事 染谷　明日美

主事 渡邊　理那

※12月25日現在欠席連絡あり

教育委員会　健康教育課

保健衛生総務課

健康支援課

感染症対策課

いきいき長寿推進課

労働政策課

桜区役所保健センター

教育課程指導課

令和６年度第２回さいたま市がん対策推進協議会
関係課職員名簿

所属

保健部

保健所

地域医療課

市立病院　患者支援センター



さいたま市がん対策推進協議会について 

１ 位置づけ 

本市では、平成 26 年 10 月 1 日に「さいたま市がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する

条例」が施行しました。この条例では、市、市民、保健医療関係者及び事業者がそれぞれの役割

を果たし、がん対策を総合的かつ計画的に推進することにより、市民が互いに支え合い、安心し

て暮らすことのできる地域社会の実現を目指しています。 

この条例に基づき、がん対策に関する事項について審議を行うため、さいたま市がん対策推進

協議会を設置し、「さいたま市がん対策推進協議会規則」に基づき運営をしております。 

 

２ 構成員 

   条例に基づき、がん患者及びその家族、医師その他の医療関係者、学識経験のある者、公募

による市民等から委嘱又は任命を行い、委員数は１５名以内で構成されています。 

委員の任期は、２年（令和６年 10 月 13 日から令和８年 10 月 12 日まで）となります。 

 

３ 役割 

がん対策の推進に関する事項を調査審議 

○第２次さいたま市がん対策推進計画の進行管理の確認 

     ・がん教育出前講座の広報 

・市民向けがん対策講演会の検討 

  ・がん患者アピアランスケア支援補助金交付事業の方向性  など 

 

４ 今後の開催予定 

年２回開催予定 

時期 内容 

７月頃 第２次さいたま市がん対策推進計画の進行管理 

１月頃 市の施策に係わる協議 

 

 

資料１ 



 
 

第２次さいたま市がん対策推進計画の進行管理について 

１ 第２次さいたま市がん対策推進計画の概要 

 

２ 計画の目標 

 

  

計画期間 令和６（2024）年度から令和11（2029）年度

目　　的
市民が互いに支え合い、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指
し、がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、さいたま市がん対策推進計
画を策定

基本理念
市民が互いに支え合い、がんになっても安心して暮らすことのできる地域社会
の実現

基本方針

(１)がんの予防と早期発見の推進
(２)がん医療の充実
(３)がん患者等の支援の充実
(４)がん患者が安心して暮らせる社会づくり

（ベースライン） 目標値
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （令和10年度）

65.30 67.66 69.76 64.02 55.59
（平成29年） （令和１年） （令和２年） （令和３年） （令和９年）

80.00 83.17 82.53 77.92 64.09
（平成29年） （令和１年） （令和２年） （令和３年） （令和９年）

52.30 53.19 57.88 50.87 47.10
（平成29年） （令和１年） （令和２年） （令和３年） （令和９年）

➡75歳未満のがんの年齢調整
死亡率（人口10万対）

全体

男性

女性

目標指標 対象
参考

資料２ 

71.60 
69.99 

69.58 

67.37 

72.19 

68.73 

71.81 

68.23 

65.30 67.66 

69.76 

64.02 

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

72.00

74.00

令和元年度

(平成29年）

令和２年度

(令和１年）

令和３年度

(令和２年）

令和4年度

(令和３年）

年齢調整死亡率

(人口10万対)

全国 埼玉県 さいたま市

【全国・埼玉県・本市の75歳未満のがんの年齢調整死亡率の推移（人口10万対）】



 
 

３ 計画の施策の体系図 

 

 

 

 

 

 

基本理念 基本方針 目標 分野別施策

※太枠で囲まれている分野別施策は重点的な取組を表します。

※網掛けしている分野別施策は第2次さいたま市がん対策推進計画から新たに追加された取組を表します。

生活習慣の改善

② 受動喫煙の防止と禁煙

③ ウイルス等への感染対策

市
民
が
互
い
に
支
え
合
い
、

が
ん
に
な
っ

て
も
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現

基本方針１
がんの予防と早期発見の推
進

がんの予防の推進 ①

がんの早期発見の推進 ④

⑧

ライフステージに応じた
がん対策の充実

⑪

基本方針４
がん患者が安心して暮らせ
る社会づくり

がんに関する正しい知識の
普及啓発

がん教育の充実 ⑮

がん検診の受診率の向上

⑤ がん検診の質の向上

基本方針２
がん医療の充実

がん医療の充実 ⑥
がん医療に携わる関係機関
の連携強化

⑦ 在宅医療の推進

緩和ケアの充実

基本方針３
がん患者等の支援の充実

がん患者等の相談、
情報提供体制の充実

⑨ 相談支援体制の整備

⑩ 情報提供の充実

働く世代への就労支援

⑫ 若年のがん患者への支援

若い世代に向けたがん教育
の推進

⑬ 高齢のがん患者への支援

⑭ がんに関する知識の普及

２ページ 



 
  

ベースライン 目標値
（R４年度） （R10年度）

34.9%（R３年度） 43.2%

28.6%（R３年度） 39.3%

36.9%（R３年度） 38.7%以上

男性 18.4%（R３年度） 25.2%以上

女性 27.3%（R３年度） 28.9%以上

51.7%（R３年度） 56.5%以上

38.6%（R３年度） 41.2%以上

７.１%（R３年度） 4.6%

25.3%（R３年度） 16.4%

- 7,100歩
33.9%（R３年度） 38.0%
23.8%（R３年度） 30.3%
29.7%（R３年度） 31.0%
19.1%（R３年度） 25.5%
30.4%（R３年度） 40.7%
30.8%（R３年度） 37.9%

適正体重の人の割合（新規） 65.6%（R３年度） 68.2%

12.7%（R３年度）
望まない受動喫煙のない

社会の実現

14.0%（R３年度）
望まない受動喫煙のない

社会の実現

19.7%（R３年度） 18.7%

6.4%（R３年度） 5.6%

0.7%（R３年度） 0.0%

12.4% 30.0%

95.6% 98.0%

81.6%（R３年度）

82.1%（R３年度）
（R３年度）

65%（R３年度）
（R３年度）

94.8%（R３年度）
（R３年度）

76.1%（R３年度）
（R３年度）

3.4%（R３年度）
（R３年度）

1.32%（R３年度）
（R３年度）

3.35%（R３年度）
（R３年度）

5.5%（R３年度）
（R３年度）

5.1%（R３年度）
（R３年度）

運動習慣のある人の割合

HPV定期予防接種実施率（新規）

23.7%（R３年度） 27.4%以上

特定健康診査の受診率

特定保健指導の実施率

目標指標 対象

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の
日がほぼ毎日の人の割合

16歳以上

成人期
生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合（１日
当たりの純アルコール摂取量）
男性：60g　女性：20g

成人男性

成人女性

毎日、三食野菜を食べている人の割合

1～15歳

壮年期
(40～64歳）

BMI18.5以上25未満
（65歳以上はBMI20以

上25未満の人）

望まない受動喫煙の機会を有する人の割合
職場

家庭

日常生活における1日の歩数の平均値（新規）

46.1% 60.0%
（40～69歳）

肺がん検診
53.9% 60.0%

（40～69歳）

男性
女性

20～64歳男性
20～64歳女性
65歳以上男性
65歳以上女性

B型肝炎定期予防接種実施率（新規）

がん検診受診率

胃がん検診

大腸がん検診

子宮がん検診

20歳以上の人の喫煙率
成人男性

成人女性

20歳未満の人の喫煙率

40.7% 60.0%
（20～69歳女性）

胃がん検診
90%（R９年度）

（40歳以上）
肺がん検診

90%（R９年度）

49.2% 60.0%
（40～69歳）

乳がん検診
47.3% 60.0%

（40～69歳女性）

がん検診精密検査受診者の割合

-
（20歳以上女性）

（40歳以上）
大腸がん検診

90%（R９年度）
（40歳以上）

乳がん検診
90%（R９年度）

（40歳以上女性）

大腸がん検診
-

（40歳以上）
乳がん検診

-
（40歳以上女性）

子宮がん検診
90%（R９年度）

（20歳以上女性）

胃がん検診
-

（40歳以上）
肺がん検診

-
（40歳以上）

分野別施策

➀

生
活
習
慣
の
改
善

②受動喫煙の防止
と禁煙

③ウイルス等への
感染対策

④がん検診の受診
率の向上

⑤
が
ん
検
診
の
質
の
向
上

子宮がん検診

（モニタリング）
陽性反応適中度（新規）

４ 分野別施策（目標指標一覧） ３ページ 



 
 

 

 

 

 

 

 

ベースライン 目標値
（R４年度） （R10年度）

⑩情報提供の充実 2,350件（R４年） 3,500件

11回 11回

165件 -

2,350件（R４年） 3,500件

⑮若い世代に向け
たがん教育の推進

６件 ６件

目標指標

２回 ２回（毎年）

１件 ２件

（モニタリング）
224施設 ‐

在宅療養支援診療所・病院数

（モニタリング）
０件 -

市内の専門医療機関連携薬局数（新規）

在宅療養を支援する機関における研修や会議等を開催する団体
数

９団体 12団体

31件 45件

地域（全国）がん登録により明らかになった罹患率及び生存率
等の情報提供の取組数

１件 ２件

（モニタリング）
38.7%（R３年） ‐

がん患者の在宅看取り率

２件 ３件

若年の末期がん患者の在宅療養生活支援の取組数（新規） １件 ２件

がん相談支援センターにおける新規相談件数（新規） 1,036件 1,085件

市ウェブサイト内の「がんに関する情報」のアクセス数

がん相談支援センターにおける就労に関する相談件数（新規） 55件 93件

38件 58件

市ウェブサイト内の「がんに関する情報」のアクセス数

医療・介護関係者への研修の実施（新規）

高齢のがん患者への支援に関する情報提供の取組数（新規） - １件

（モニタリング）在宅医療連携拠点における患者本人及び家族
からの相談件数（新規）

分野別施策

⑨相談支援体制の
整備

⑪働く世代への就
労支援

⑫若年のがん患者
への支援

⑬高齢のがん患者
への支援

⑭がんに関する知
識の普及

がん教育出前講座の実施数（新規）

⑥がん医療に携わ
る関係機関の連携

強化

⑦
在
宅
医
療
の
推
進

⑧緩和ケアの充実

市民向けの講演会や講座の実施数（新規）

事業所・従業員への相談支援窓口の案内の取組数

緩和ケアに関する取組数（新規）

若年の末期がん患者の在宅療養生活支援の取組数（新規）

がん対策推進協議会における地域の連携状況に関する議論実施
状況（新規）

４ページ 



 
 

5 計画の進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度
PLAN 　第２次さいたま市がん対策推進計画の策定

令和６年～令和11年度

DO 　がん患者を含めた市民、事業者、保健医療関係者及び市が取組みを実施

毎年度【※３～４月頃に、各団体取組シートを提出】

Plan 　事業計画の立案

Do 　事業の実施

Check 　実施結果の確認・検討

Action 　事業計画（翌年度）の改善

CHECK

令和11年度

ACTION

　最終評価として、全体評価及び分野評価

　次期計画の策定

（毎年度７月頃）さいたま市がん対策推進協議会
　　　　　　　　　分野別施策の方向性と各団体取組の確認

新規

継続

団体名：保健衛生総務課 令和　６　年度分
　事業名 分野別施策（参考）
①若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業
②がん教育出前講座　　　　　③がん対策推進講演会
④がんに関する情報提供
⑤がん患者アピアランスケア支援補助金交付
⑥がん啓発・がん検診の受診率向上に向けた包括的連携に関する協定

１　生活習慣の改善 ９　 相談支援体制の整備

２　受動喫煙の防止と禁煙 10　情報提供の充実

３　ウイルス等への感染対策

15　若い世代に向けたがん教育の推進

８　緩和ケアの充実

　事業の対象者

11　働く世代への就労支援

　事業の目標 ４　がん検診の受診率向上 12　若年のがん患者への支援

①在宅医療の推進による末期がん患者の療養生活の質の向上

②⑥がんに関する正しい知識の普及によるがんの予防の推進
③④情報提供の充実によるがん患者の状況に応じた支援体制の充実

⑤働く世代への支援体制の充実

５　がん検診の質の向上 13　高齢のがん患者への支援

６　がん医療に携わる関係機関の連携強化14　がんに関する知識の普及

７　在宅医療の推進

　取組の内容
ｵﾝ
ﾗｲﾝ

分野別施策
対象者、開催日（回数）、参加人数など

（該当する数字に○）

市民、教育関係者

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市４医師会、自治医科大学附属さいたま医療センター、さいたま市民医療センター、埼玉メディカルセンター、一般社団法
人さいたま市薬剤師会、Çava!（サヴァ）～さいたまBEC～、さいたま市立病院

4 5
対象者 20～39歳の市在住末期がん患者（18歳以上の小児慢性対象外を含む。）

開催日
（回数） 随時

9 10

がん教育出前講座 継続 一部

1 2 3 ④

⑫ 13 14

若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支
援補助金の交付

継続 一部

1 2 3

6 ⑦ 8

11

5
対象者 市立小中学校の生徒、教員、保護者

開催日

（回数） 3校実施（◎月◎日、◎月◎日、◎月◎日）

啓発品配布
15

参加人数 利用人数：◎名（12月末時点）
市民向け

の場合
講演会・講座 相談

6 7 8 9 10

11 12 13 ⑭ ⑮
参加人数 ◎◎名
市民向け

の場合
講演会・講座 ○ 相談 啓発品配布

【各団体取組シート】（一部抜粋） 

５ページ 



 
 

６ 分野別施策（参考指標） 

②受動喫煙の防止と禁煙 

 

 

 

④がん検診の受診率の向上 

 

令和４年度 目標値
（ベースライン） （令和10年度）

（参考）12.7%

（令和３年度）

（参考）14.0%

（令和３年度）

19.7%

（令和３年度）

6.4%

（令和３年度）

0.7%

（令和３年度）

望まない受動喫煙の機会を有
する人の割合

職場

➡

望まない受動喫煙
のない社会の実現

家庭
望まない受動喫煙
のない社会の実現

20歳以上の人の喫煙率
成人男性 18.7%

成人女性 5.6%

20歳未満の人の喫煙率 0.0%

目標指標 対象 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

令和４年度 目標値
（ベースライン） （令和10年度）

令和10年度目標指標 対象 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

がん検診受診率

胃がん検診
46.1% 60.0%

（40～69歳）

肺がん検診
53.9% 60.0%

（40～69歳）

大腸がん検診
49.2% 60.0%

（40～69歳）

乳がん検診
47.3% 60.0%

（40～69歳女性）

子宮がん検診
40.7% 60.0%

（20～69歳女性）

➡

令和４年度

（ベースライン）

19.7%
（令和３年度）

目標指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

喫煙している者の割合

対象 令和10年度

40歳～74歳

６ページ 

令和４年度
（ベースライン）

（20～69歳女性）

令和７年度 令和８年度 令和９年度

市が実施する
がん検診受診率

11.5%

15.6%

13.7%

12.4%

15.5%

胃がん検診

（40～69歳）

肺がん検診

（40～69歳）

大腸がん検診

（40～69歳）

乳がん検診

（40～69歳女性）

子宮がん検診

目標指標 令和６年度対象 令和10年度
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さいたま市がん患者アピアランスケア支援補助金交付事業について 

１ 目的 

がん患者の外見の変化による心理的負担を軽減するとともに、治療と社会参加の両立を支援し、療養

生活の質の向上及び経済的負担の軽減を図る。 

 

２ 事業概要 

がん治療による外見の変化を補う目的で購入した医療用補整具購入費の一部を補助するもの 

（令和６年７月１日から開始） 

 

３ 補助対象者 

⑴ 申請日時点で市内に住所を有する方 

⑵ がんと診断され、その治療に起因する脱毛又は乳房の切除に伴い医療用補整具を購入した方 

⑶ 過去５年間以内に本市又は他の自治体から、同種の補助を受けていない方 

 

４ 補助対象用具 

令和６年４月１日以降に購入した以下の補助対象用具が対象 

区分 補助の対象となる用具 限度額 

医療用 

ウィッグ 

⑴ ウィッグ（全頭用に限らない。） 

⑵ 装着用ネット 

⑶ 毛付き帽子 

３万円 

補整下着 

⑴ 補整下着 

⑵ 下着とともに使用するパッド（シリコン製を含む。） 

⑶ 専用入浴着 

２万円 

人工乳房 
⑴ 人工乳房 

⑵ 人工乳頭 
10 万円 

 

５ 補助金額 

補助対象用具購入費の５割を補助。区分ごとの補助交付上限金額は上記のとおり 

区分毎に年度内 1 回を限度し、交付決定のあった翌年度から５年間は再申請ができない。 

 

６ 申請期限 

  補助対象用具の購入した日の翌日から１年以内 

資料３ 
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がん患者アピアランスケア支援補助金交付事業実績（R6 年 7 月 1 日～11 月 30 日まで） 

１ 申請件数 

 申請件数 197 件（男性３件、女性 194 件） 
 

２ 平均年齢 

 申請者の平均年齢 58 歳（最年少 19 歳 最年長 85 歳） 
 

３ 区分別申請件数 

 

４ 購入状況について 

 

 

 

 

 

 

 

５ がん種別申請状況 

  補整下着と人工乳房は全て乳がん 

ウィッグ申請者のがん種は下表のとおり 

平均金額 最高金額 最低金額

ウィッグ 132,124円 332,750円 6,980円

補正下着 25,360円 54,142円 3,520円

人工乳房 206,250円 297,000円 5,500円

全体 114,498円 332,750円 3,520円

購入金額
対象となる用具の区分

対象となる
用具の区分

件数 平均補助金額
限度額を

補助した件数

ウィッグ 166件 27,469円 121件

補正下着 39件 11,998円 10件

人工乳房 6件 83,458円 3件

全体 211件 26,202円 134件

ウィッグ166件

79%

補正下着39件

18%

人工乳房6件

3%
【区分別申請割合】

がん種 件数

乳がん 73件

卵巣がん 13件

子宮がん 12件

膵がん 12件

肺がん 6件

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 6件

大腸がん 6件

その他 38件

全体 166件
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がん患者アピアランスケア支援補助金交付事業の周知について 

１ 周知方法 

 ５月 ホームページを公開 

 ６月 市報さいたま７月号に記事を掲載 

    関係機関にチラシを配布 

２ チラシ配布先 

都道府県がん診療連携拠点病院 １機関 埼玉県立がんセンター 

地域がん診療連携拠点病院 13 機関 

さいたま市立病院 

さいたま赤十字病院 

自治医科大学さいま医療センター など 

埼玉県がん診療指定病院 13 機関 

埼玉メディカルセンター 

さいたま市民医療センター 

彩の国東大宮メディカルセンター など 

小児がん拠点病 １機関 埼玉県立小児医療センター 

医師会、薬剤師会、在宅医療センター、地域包括支援センター、ウィッグサポート店登録店、庁内関係課 
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３ がん患者アピアランス支援事業に関するアンケート結果（一部抜粋） 

（申請者からのアンケート調査結果（令和６年７月１日～11 月 30 日まで）、回答者 123 名） 

 

◎さいたま市がん患者アピアランスケア支援事業を何で知りましたか？（複数回答可） 

 

４ 次年度チラシ配布先 

  申請書類を基に、以下の医療機関にチラシ配布予定 

  （都道府県がん診療連携拠点病院） 

◇東京都立病院機構東京都立駒込病院 

◇がん研究会有明病院 

（地域がん診療連携拠点病院） 

◇国立がん研究センター中央病院 

◇東京慈恵会医科大学附属病院 

◇国家公務員共済組合連合会虎の門病院 

◇順天堂大学医学部附属順天堂医院 

◇東京大学医学部附属病院 

◇東京医科歯科大学病院 

◇日本医科大学付属病院 

◇聖路加国際病院 

◇慶應義塾大学病院 

◇国立国際医療研究センター病院 

◇東京医科大学病院 

 

 

 

 

 

選択肢 件数 割合

さいたま市のホームページ 37 23.6%

市報さいたま 34 21.7%

病院の医療従事者 20 12.7%

補整具販売店 15 9.6%

ウィッグサポート店一覧（市ホームページ掲載店） 14 8.9%

知人等の紹介 14 8.9%

チラシ 6 3.8%

SNS（LINE・Ｘ） 5 3.2%

区役所の窓口 3 1.9%

全体 157







参考資料１









 

 

 

 

さいたま市がん対策推進協議会規則 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する条例（ 

平成２６年さいたま市条例第４４号）第１５条第７項の規定に基づき、さいたま市

がん対策推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（会長） 

第２条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委

員がその職務を代理する。 

（会議） 

第３条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明若しくは意

見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （会議の公開） 

第４条 協議会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得た

ときは、公開しないことができる。 

（守秘義務） 

第５条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い 

 た後も、同様とする。 

 （庶務） 

平成２６年６月２０日 さいたま市規則第１１５号 

改正   令和 ５年３月２２日 さいたま市規則第 ２１号 

参考資料２ 



 

 

 

第６条 協議会の庶務は、保健衛生局において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


